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係
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関

す
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布
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東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
手
数
料
の
不
徴
収
及
び
権
利
利
益
の
保
全
等
の
特
別
措
置

に
関
す
る
条
例

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者(

以
下｢

被
災
者｣

と
い
う
。)

に
係
る
手
数
料
の
不
徴
収
及
び
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
の
特
別
措
置
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

手
数
料
の
不
徴
収)

第
二
条

被
災
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

し
た
免
許
証
の
再
交
付
、
書
換
え
等
の
申
請
そ
の
他
の
申
請
等
に
係
る
手
数
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

２

前
項
の
被
災
者
及
び
手
数
料
の
範
囲
そ
の
他
手
数
料
の
不
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
告
示

で
定
め
る
。

(

行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長)

第
三
条

被
災
者
の
次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保

全
し
、
又
は
当
該
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た
も
の
を
回
復
さ
せ
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
告
示
で
定
め
る
日
ま
で
延
長
す
る
。

一

条
例
等

(

県
の
条
例
並
び
に
県
の
機
関
の
定
め
る
規
則
及
び
規
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
基
づ
く
処
分

(

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
付
与

さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
同
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

二

条
例
等
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当
該
行
為
に
係
る
権

限
を
有
す
る
県
又
は
市
町
村
の
機
関
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期

間
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

２

前
項
の
被
災
者
及
び
権
利
利
益
の
範
囲
そ
の
他
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
告
示
で
定
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
県
又
は
市
町
村
の
機
関
は
、
被
災
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
同
項
各

号
に
掲
げ
る
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り

満
了
日
の
延
長
の
申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
日

を
指
定
し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責)

第
四
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
条
例
等
に
規
定

さ
れ
て
い
る
履
行
期
限
が
到
来
す
る
義
務
が
同
月
三
十
日
ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
義

務
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上

及
び
刑
事
上
の
責
任

(

過
料
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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行
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発
行
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県
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印
刷
所
・
販
売
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森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭
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